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新型インフルエンザ対策（フェーズ4以降）における  

サーベイランスに関するガイドライン（案）   

1．目的   

○ サーベイランスとは、疾病の発生状況やその推移などを継続的に監視するこ  

とにより、疾病対策の企画、実施、評価に必要なデータを系統的に収集、分析、  
解釈し、その結果を関係者に迅速かつ定期的に還元することにより、効果的  
な対策に結びつけるものである。   

○ 新型インフルエンザは、いつどこで発生するかは不明であるが、国内での発  
生をサーベイランスによって可能な限り早期に探知し、感染拡大防止を図るこ  

とは被害を最小限に抑えるために極めて重要である。   

○ また、感染が拡大してしまった際には、サーベイランスによって拡大の状況や  

当該感染症の特徴を把握し、行政の感染拡大防止戦略策定、臨床現場にお  
ける治療方針の策定、地域住民への情報提供に役立てることが必要不可欠  

である。   

2．各種サーベイランスの概要（別表参照）   

1）疑い症例調査支援システム  

疫学的リンクや異常な症状から、新しい亜型のインフルエンザ患者を発見する  
ために、疑われる症例を診断に結びつけていくサーベイランス。   

2）症候群サーベイランス  

医師の確定診断を待たず、特定の症状をもつ患者数を把纏することにより、当  
該症状患者の急増を発見し、感染症の流行を早期に探知するサーベイランス。  

（案）  

新型インフルエンザ対策（フェーズ4以降）における  

サ ー  ベ イ ラ ン ス ガ イ ド ラ イ ン  

・外来受診時症候群サーベイランス   

外来受診時に38虔以上の発熱かつ呼   

に報告するサーベイランス  

・入院時肺炎症候群 サーベイランス  

ミを呈した症例をすみやか   

入院を要するような重症の肺炎の患者をすみやかに報告するサーベイランス  
3）クラスターサーベイランス  

医療機関における類似の症状を呈する3人以上の患者が存在し、相互に疫学   

的な相関関係がある、または患者の一人が医療従事者である場合を報告する   
ことにより家族内集積事例や医療機関内での集積事例など集団感染の発生を   
把握するサーベイランス。症候群サーベイランスに次いで早期探知、早期対応   
に役立つ。  

4）パンデミック時インフルエンザ様疾患サーベイランス  

新型インフルエンザ第1例が発生した際、早期対応戦略を行うが、それが効  

を奏さず、感染が拡大した場合、インフルエンザ様疾患症状による定義（症候  

群）を報告することにより、患者数を継続的にモニタリングするサーベイランス。  

継続的にモニタリングすることにより、感染の拡大の様子を把握することが可能  

となり、拡大防止策の検討に役立つ。方法は外来受診時症候群サーベイランス  
と同じ。  

5）／くンデミック時死亡者数迅速把握サーベイランス   

死亡患者数を迅速に報告するサーベイランス。罷愚息者敷から致死率を推定し、  

致死率の高低に応じ、臨床現場や国民への情報提供、その他の対策立案に役  
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立てる。   

6）予防接種副反応迅速把握システム  

ワクチンの副反応を報告し、その後の接種縫続の是非等の判断に役立てる。   
7）ウイルス学的サーベイランス  

流行している新型インフルエンザウイルスの抗原性、遺伝子型、抗ウイルス薬  
への感受性を調べ、ワクチンの効果や治療方法の評価に役立てる。   

8）臨床経過情報共有システム  

新型インフルエンザ患者の病態、臨床経過、治療成績等のインターネット上の  
webに入力し、ホームページを通じて医療従事者間で診断・治療方法等につい  

て情報共有を図るシステム。   

3．基本的な戦略   

○ 現在行われている「感染症サーベイランスシステム（NESID）疑い症例調査支  

援システム」は、現状では、H5Nl亜型が対象となっているが、接触歴・渡航歴  

等疫学的相関とインフルエンザ（H5Nl）要観察例に類似の臨床症状を呈する  

症例については、検査室診断に結びつけることによって、本邦における新しい  
亜型のインフルエンザ第一例を探知することができる。仮にH5Nl以外の亜型  

であっても同様の方法で実施する。（「厚生労働省結核感染課長による感染症  

発生動向調査事業実施要綱の一部改正について」（平成柑年∵＝月22日健  

感発第1122003号））   

○ 想定外の状況で新型インフルエンザが国内で発生し、上述のシステムで探知  

できない場合、早期にそれを探知するために症候群サーベイランスやクラスタ  
ーサーベイランスを実施する。   

○ 新型インフルエンザの発生が確認され、早期対応戦略を実施するにあたって  
は、当該地域や隣接する地域において、「感染症サーベイランスシステム（NE  

SID）疑い症例調査支援システム」を強化する。  

早期対応戦略によって感染拡大を防ぐことができなかった場合、患者数や  
死亡者数、空き病床や重症患者の罷患状況、予防接種の有効性や副反応の  
状況、ウイルスの抗原性、遺伝子型、抗ウイルス薬への感受性などに関する  
情報を各サーベイランスによって把握し、感染拡大防止策策定・改定に役立  
てるとともに当該情報を医療従事者や国民に提供する。従来の週単位での5  

類感染症に関する定点におけるインフルエンザ患者の届出は、フェーズ4日の  

段階で定点の数を増やし、週単位の報告を1日1回毎とし、パンデミック時イ  

ンフルエンザ様疾患サーベイランスに移行する。   

O NESIDへのアクセス権を有する厚生労働省本省及び国立感染症研究所、都  

道府県（政令市、特別区、保健所設置市を含む）本庁、保健所、地方衛生研  

究所、地卿こよ  
り醐こおける新型  
インフルエンザ対策へ反映軌  

（別表）  

使用システム  フェーズ3A  フェー・・ズ4A  フェー・ズ68   サーベイランス名跡  

NESID疑い症例調査支援  疑い例調査支援システム  

NES】D症候群サーベイランス  外来受診時症侯群サー′くイランス  

インフルエンザ  
NESID症候群サーベイランス  入院時肺炎症候群サーベイランス  

クラスター・サーベイランス  

パンチミック時死亡迅速把應システム  NESID発生動向調査インフルエ  
ンザ関連死亡者数報告機能  

NESID症候群サーベイランス   

NE5ID病原体サーベイランス  

予防接種劇反応迅速把振システム  

パンチミック時ウイルス学的サーベイランス  

※NESID：感染症サーベイランスシステム  

各サーベイランスの実際（別添参照）  
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（別添）  

疑い症例調査支援システム   

1．システムの目的   

■感染症発生働向調査システムのサブシステムとし、大規模な流行の可  

新型インフルエンザ患者発生時のサtベイランスの概念  

幽
鮎
 
 

新型インフルエンザ様症状の患者  る感染症に感染した疑いがある患者に関する情報（行  

慧
 
慧
酬
 
 

に置く）を管理登鼓することを目的とするn 

イ要観察例」など発見された場合、医療機   

2．システムの運用  

・保健所は同システムに患者を登録する。  

・都道府県等、厚生労働省、国立感染症石   
報（患者情報、臨床情報、渡航歴、行動履  

慧
 
 

医療機関  
○要観察例の診断  

・380c以上の発熱および急性呼吸器症状がある看  

・新型インフルエンザ患者等との接触歴  
・原因不明の肺炎、若しくは原因不明の死亡例  

○新型インフルエンザ妻板察例と疑う場合、保健所への情報提供  
○検体採取（咽頭拭い液等）  

汗究所は同システムに登録された患者1  

歴、接触者情報等）を共有し、対応する  

3．対象とする疾患   

新型インフルエンザ  

4．対象組織  

・保健所  
・都道府県及び保健所を設置する市又は特別区  
・地方衛生研究所  
・国立感染症研究所感染症情報センター  

・厚生労働省  

保健所  
○医療機関から患者検体を確保し、地方衛生研究所へ搬入  
○要観察例の任意情報による感染症サーベイランスシステム  

（NESID）疑い症例調査支援システムヘの登録  

検査陰性  

保健所：医療機関へ報告  

保健指導  

地方衛生研究所  

○検体のRT－PCR等遺伝子検査  芦  

検査陽性（新型インフルエンザウイルス亜型陽性）  

5．アクセス権  

（ア）個別データの参照  

システムのデータは個人   

アクセス権を設定する。  

地方衛生研究所  

○疑似症として感染症サーベイラ   
ンスシステム（NES【D）疑い症例   

調査支援システムヘ登録  

○保健所へ報告  

○検体を国立感染症研究所ウイ   
ルス第三部への送付  

匝  
むため、対象組織ごと、組織内ユーザごとに  

（イ）具体例  

・国立感染症研究所は個別のデータは参照可能であるが、他の機関は個別デ   
ータにアクセスできるのは特定のユーザのみとするこ  
・集計データは厚生労働省、国立感染症研究所、検疫所で全て参照できる㌢  

・都道府県等は、全国集計デ卿ただし、対象感染症が   
発症する都道府県等は同都道府県および感染症発生都道府県の集計データを   
参照することが出来る。  

・保健所は、全臥所属都道府県、感染症発生都道府県、管内保健所の集計デ   
ータを参照可能であるが、その他の情報については参照できない。  

国立感染症研究所ウイルス第三部  
○新型インフルエンザウイルス遺伝子の確認  
○感染症サーベイランスシステム（NESID）疑い症   

例調査支援システムヘの検査結果の登録  

ONESIDシステムによる情報共有（都道府県等、国）  

○積極的疫学調査・サーベイランス情報によって、新   
型インフルエンザの感染状況の確認・評価  
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・全施設  

（2）保健所   

・国のフェーズ4A宣言時より管轄の医療機関での登録状況を継続的に確認  

する。   
・異常な患者数の増加を認めた場合、あるいはシステムが自動的に異常な患  

者数の増加を探知した場合には、確認を行い、新型インフル工ンザが疑わ  

れた場合には迅速に対応する。  
早期対応戦略中止に伴い中止し、パンデミック時インフルエンザ様疾患サー  
ベイ‾ンスに ‾する  

（3）都道府県等   

・フェーズ3Aの段階で管轄の医療検閲の中から地理的分布を考慮し、報告  

医療機関を指定し当該医療機関をNESID症候群サーベイランスシステムに  

おける外来受診時症候群サーベイランスに医療機関の同意を得た上で登録  

する。また、保健所、協力医療機関等関係部局を集めて講習会を実施する  
都道府県等、保健所での担当者のメールアドレスを都道府県等でとりまとめ  
csvファイルにて国立感染症研究所感染症情報センターに知らせる。   

・発熱外来設置時にはPC（ブラウザとして1ntemet Exp［orer6．0、あるいは  

NetscapeNavigator7，1）およぴインターネット回線を備える。   

t 管轄の医療機関での登録状況を、継続的に確認する。   

・システムを使っての入力ができない医療機関から連絡に基づいて代行入力  

する。   
・患者の異常な増加が認められた場合、あるいはシステムが自動的に異常な  

患者数の増加を探知した場合には、遺漏なく対応が速やかに行われるよう  

にする。   
・特に、保健所をまたぐ患者の異常な増加が認められた場合には、管轄保健  

所に連絡する。   
・早期対応が停止されれば外来受診時症候群サーベイランスは中止される  

が、そのままパンデミック時インフルエンザ様疾患サーベイランスに移行す  

る旨、関係部局に周知徹底する。  
（4）厚生労働省本省及び国立感染症研究所   

・フェーズ4A宣言時より全国の医療機関での登録状況を、継続的に確認す  

る。   
・マニュアルの整備等、必要に応じて技術的な支援を行う。特に、異常な患者  

数の増加の判定基準を提供し、その妥当性を検証する。   
・異常な患者数の増加が認められる場合には、必要な対策について指導・助  

言を行う。   
・早期対応戦略が停止されれば外来受診時症候群サーベイランスを中止し、  

そのまま早期対応戦略後疑い症例サーベイランスに移行することを決定し、  

通知を出す。   
・小康状態になった段階で、医療機関、都道府県等、保健所等からヒアリング  

を行いサーベイランスシステムの問題点、改良点についての意見を集約し、  

改善策を講じる。   

（付記）  

外来受診時症候群サーベイランス  

1．目的  

フェーズ4Aにおける新型インフルエンザ対策においては、国内発生を可能な   

限り早期に発見することが重要な対策であることから、軽症の段階における患者   
の集積を探知し、もって新型インフルエンザ発生の早期発見に資することを目的  

とする。   

2．概要  

協力医療機関より報告基準に当てはまる患者の年齢群別人数を、NES氾症   

候群サーベイランスシステムにおける外来受診時症候群サーベイランスに登録   

する。国、都道府県本庁、保健所、地方感染症情報センター等はそれぞれの管   
轄での情報を継続的に確認し、患者の異常な増加が認められた場合には検体  
採取等迅速に対応する。   

3．各様関の役割  

（1）対象医療機関  

国のフェーズ4A宣言時より実施し、サーベイランス実施期間中、毎日0時から   

24時までに外来受診した対象患者に関する情報【外来受診患者のうち、38度以   

上の発熱および呼吸器症状呈した全ての症例に関して、受診日ごとの年齢群別   
（0～15歳、16～64歳、65歳以上の3群）患者数。ただし、該当患者数が生の場  

合でも0である旨を報告する。Iを、翌日正午までにNESID症候群サーベイランス  

の画面に入力、送信する。異常が疑われる場合については、保健所、都道府県  
等の担当者に対し迅速な情報の提供を行う。早期対応戦略の破綻に伴い中止   
し、バンデミック時インフル亭ンザ様疾尋サーベイランスに移行する。   

※【選定基準】  

発熱外来以外の医療機関   
・インターネットに接続しているパソコンを有している。   
・ブラウザとして1ntemetExplorer6．0、あるいはNetscapeNavigator7．1を有し  

ている。   
・従来のインフルエンザ定点医療機関、もしくはそれ以外で小児科あるいは内  

科を標模している医療機関。  

発熱外来   

・全施設  

【選定数の基準】  
発熱外来以外の医療機関  
・概ねインフルエンザ定点医療機関数の2倍に相当する医療機関に依頼し、  

1．5倍に相当する医療機関（都道府県、市区町打等に均等に分布しているこ  

とが望ましい）で実施する。  

発熱外来  
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外来受診時症候群サーベイランスは早期探知に最も重要な手段であるが、  
その報告すべき患者数の計算に大きな労力を要する。しかしながら、当該医  
療機関が電子 
大幅な省力化が可能である（NESID症候群サーベイランスシステムにおける  

外来受診時症候群サーベイランスヘの入力は3分程度で簡単な作業であ  

る）。   

したがって、都道府県が外来受診時症候群サーベイランスの実施医療  

機関の選定に際しては、既に電子カルテを導入している医療機関での自動  
的な計算を活用することが望ましい。そのための技術的な支援は、国立感  

染症研究所感染症情報センターが行う。  

入院時肺炎症候群サーベイランス  

1．目的  

フェーズ4生における新型インフルエンザ対策においては、国内発生を可能な限  

り早期に発見することが重要な対策であることから、小規模な重症例の患者の   

集積を把握し、もって新型インフルエンザ発生の早期発見に資する土とを目的と  

する。   

2．概要  

内科、小児科病床を有する医療機関において入院を要する肺炎患者が確認さ  
れた場合に、インターネットのNESID症候群サーベイランスシステムに入力する。  

その際に、属する施設（保育園、幼稚園、学校、職場、老人福祉施設等）の情報、  

登録患者間での関係等その旨入力する。保健所、都道府県、国等はそれぞれ  
の管轄での情報を継続的に確認し、2例以上の同一施設あるいは家族内での集  

積が認められた場合には確認を行い、迅速に新型インフルエンザの患者の発生  

を疑い対応する。   

3．各機関の役割  

（り 医療機関（内科、小児科病床を有する全医療機関）   

・国のフェーズ4A宣言時からNESID症候群サーベイランスにおける新型インフ  

ルエンザ入院時肺炎症候群サーベイランスに報告責任者を登録する。   
・入院を要する肺炎患者を認めた場合には、24時間以内にNESID症候群サ  

ーベイランスシステムにおける新型インフルエンザ入院時肺炎症候群サーベ  

イランスに登録する。   
登録内容は、年齢、性別、入院日、属する施設、患者間の関係、症状（肺炎  

の種類（肺炎、問質性肺炎など）、肺炎の原因（病原体、原因不明など））等で  

あむ＿   

早期対応戦略によって感染拡大を防げなくなる時点で中止する。  

（2）保健所  

t 国のフェーズ4A宣言暗から管轄の医療機関での登録状況を、特に施設の  

情報、登録患者間の関係に注意して医療機関をまたいで継続的に確認す  
る。   

・2例以上の同一施設あるいは家族内での集棟が認められた場合には、確認  

を行い、新型インフルエンザが疑われた場合には迅速に新型インフルエン  

ザウイルス感染症要観察例として対応する。   
早期対応戦略によって感染拡大を防げなくなる時点で中止するn  

（3）都道府県等   

・フェーズ3Aの段階で管轄の医療機関の中から報告医療機関に該当する医  

療棲関を指定し、NESID症候群サーベイランスシステムにおける新型インフ  

ルエンザ入院時肺炎症候群サーベイランスに登録する。   

・フェーズ3Aの段階で保健所、協力医療機関等関係部局を集めて講習会を  

実施する。  
■ システムを使っての入力ができない医療機関から連絡に基づいて代行入力  
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クラスターサーベイランス  

1．目的   

地域での初発患者が疑い症例として把握されず、誰かに感染して、集団発生事例  

（クラスタ）となったときに、これを探知することを目的とする。   

2．概要   
医療機関において、発熱と上気道症状（あるいは肺炎を罷患、それによる死亡）な   
ど、類似の症状を呈する3人以上の患者が存在し、同居家族などの疫学的なリン  
クがある場合やそのうちの一人が医療従事者である場合に、これを速やかに調査   
することによって、新型インフルエンザの発生をとらえようとするものである。   

3．各機関の役割  
（1）医療機関（全医療機関）   

国のフェーズ4A宣柳こよって感染拡大を防げなくなるまで、  
の報告基準に合致する場合、下記の報告内容を保健所に報告す㌫   

※報告基準   
・10日以内に、3人以上の肺炎（胸部レ線上明らかな陰影を呈する）患者があ  

り、その組み合わせが、同一同居家族、同一施設に属する、あるいはその  
中に当該の病院の医療従事者が含まれるなど、ヒトヒト感染が起こりうる疫  

学的な関連性がある場合。   
・10日以内に、3人以上の、発熱を含むインフルエンザ症状があり、その組み  

合わせが、同一同居家族、同一施設に属する、あるいはその中に当該の病  

院の医療従事者が含まれるなど、ヒトヒト感染が起こりうる疫学的な関連性  
がある場合。   

※報告内容  
それぞれの患者の年齢、性別、職業、疫学的関連性、臨床症状、臨床検査  

データ（CBC、CRP、ESR等の炎症所見、トランスアミナーゼ値、胸部レ線所  
見）と治療内容を含む集団の記述。  

（2）僅塵亜  

国のフェーズ4A量的、ら早期対応戦略によって感染拡大を防げなくなるまで、   
医療機関から報告を受けると同時に、新型インフルエンザに対する実験室診断を   

貪む、積極的な疫学調査を開始する。  

する。   
・管轄の医療機関での登録状況を、特に施設の情報、登録患者間の関係に  

注意して保健所を経由して継続的に確認する。   
・患者の集積が認められた場合には、遺漏なく対応が速やかに行う。   

・複数の保健所の管轄地域に渡って患者の集積が形成されている場合には  
それぞれの管轄保健所に連絡する。   

・早期対応戦略によって感染拡大を防げなくなる時点で中止する。  

（4）厚生労働省本省及び国立感染症研究所   

・全国での入院時肺炎症候群サーベイランス実施状況を確認し、必要に応じ  
て技術的な支援を行う。   

・マニュアルの整備等、必要な技術支援を行う。   

・全国の医療機関での登録状況を、特に施設の情報、登録患者間の関係に  
注意して複数の都道府県を継続的に確認する。   

・複数の都道府県に渡って患者集積がみられる場合には、それぞれの都道  
府県に連絡する。   

・患者集積が認められた場合には、必要な対策について指導を行う。   

・早期対応が停止されれば入院時肺炎症候群サーベイランスを中止する通  
知を出す。   

■ 小康状態になった段階で、医療機関、都道府県等、保健所等からヒアリング  
を行いサーベイランスシステムの問題点、改良点についての意見を集約し、  
改善策を講じる。  
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パンデミック時インフルエンザ様疾患サーベイランス   

1．目的   

早期対応が停止後、新型インフルエンザの発生動向を迅速に把握及び還元する   

ことを目的とし、発生動向調査5類定点報告の定点の数を増やし頻度を週に1回   

から1日1回に増やすことにより新型インフルエンザ対策を実施する判断材料とし   

て使用する。   

2．概要   

協力医療機関より報告基準に当てはまる患者の年齢群別人数を、NESID症候群   

サーベイランスシステムにおける早期対応戦略後疑い症例サーベイランスに登録   

する。保健所、都道府県、国等はそれぞれの管轄での情報を継続的に確認し、必   
要に応じて対策を実施する。   

3．各機関の役割  

（1）対象医療機関（外来受診時症候群サーベイランス協力医療機関）  

早期対応戦略の中止後に毎日0時から24時までに受診した対象患者に関  

する情報I全ての外来受診患者のうち、38度以上の発熱および呼吸器症状を  

呈した全ての症例における受診日ごとの年齢群別（0～15歳、16～64歳、65  

歳以上の3群）患者数。Iを、翌日正午までに画面上で入力し送信する。システ  

ムを使っての入力ができない場合には都道府県等にfax等にて届ける。盤聖  

インフルエンザ終結宣言をもって、従来の5類定点報告に戻す。  

（2）保健所  

早期対応戦略の中止後に管轄の医療機関での登録状況を確認し、対策に  

活用する。  

（3）都道府県等  

早期対応戦略の中止後にトリアージを行う医療施設の運営が予定されてい  
れば事前にNESID症候群サーベイランスシステムにおける外来受診時症候  

群サーベイランスに登録する。事前に予定されていない場合には、トリアー  
ジを行う医療施設が設置された段階で直ちに登録を行う。  

・都道府県等は管轄の医療機関での登録状況を確認し、対策に活用する。  
・システムを使っての入力ができない医療機関から連絡に基づいて代行入力  

する。  
（4）厚生労働省  

早期対応戦略の中止後に全国の登録状況を確認し、医療資源の配分等対  

策に活用する。また他のサーベイランスの情報と併せて、致死率、あるいは  
ワクチンの有効性評価に用いる。  

・マニュアルの整備等、必要な技術支援を行う。   

・小康状態になった段階で、医療機関、都道府県等、保健所等からヒアリング  
を行いサーベイランスシステムの問題点、改良点についての意見を集約し、  

改善策を講じる。  
・新型インフルエンザ終結宣言をもってパンデミック時インフルエンザ様疾患  

サーベイランス中止の通知を出し、通常の5類定点での報告形態に戻る。  

パンデミック時死亡者数迅速把握サーベイランス  

1．目的   

早期対応停止後、新型インフルエンザの病原性把握の一環として死亡数を可能   

な限り迅速に把握し、対策に反映させる。  

2．概要   

政令指定都市及び東京都特別区で毎年のインフルエンザシーズンに実施してい   

るインフルエンザ関連死亡迅速把握事業（NESIDインフルエンザ関連死亡システム   

を使用）を基礎に、これを改良し、死亡の迅速把握に努める。NESIDインフルエンザ   

関連死亡システムの改良点、運用上の変更点は、   

1）全保健所で実施  

2）死因を問わず総死亡数のみを把握  

3）市区町村が死亡届受理してから36時間以内に保健所に報告、39時間以  

内に保健所で登録   

である。  

3．各機関の役割  

（り 市区町村における死亡届受理事務担当  

早期対応戦略の中止後から新型インフルエンザ流行終結宣言が出されるま   

空曹轄保健所と協議の上、報告様式、担当者を定める。また、毎日正午までに  

前日0時から24時までの死亡届受理数を管轄保健所に届け出る。  

（む 保健所  

早期対応戦略の中止後力、ら新型インフルエンザ流行終結宣言が出されるま   

王市区町村における死亡届受理事務担当と協議の上、報告様式、担当者を定  

める。また、管轄市区町村からの報告を毎日15時までにNESIDインフルエンザ  

関連死亡システムに入力する  

（3）都道府県等  

フェーズ3Aの段階で管轄保健所、市区町村死亡届受理事務担当を集めて、   

／くンデミック時死亡迅速把握システムの講習会を実施し、連絡体制、報告書式  

など態勢を確立する。また、管内保健所での登録状況を鼻旦＿15時まで確認する。   

新型インフルエンザ流行終結宣言が出されるまで継続する。  

（4〉厚生労働省本省及び国立感染症研究所  

・フェーズ3Aの段階で／くンデミック時死亡迅速把握システムの内容を通知に  

よって定める。  

・マニュアルの整備等、必要な技術支援を行う。  
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全国での登録状況を毎日18時までに確認する。  

死亡率、あるいは′くンデミック時インフルエンザ様疾患サーベイランスでの  

羅患状況と合わせて致死率が想定以上に高い場合には、直ちに対策全般  

を見直す。想定以上に低い場合には対策の縮小、中止を行う。  

小康状態になった段階で、市区町村死亡届受理事務担当、都道府県等、保  

健所等からヒアリング、調査を行いスシステムの問題点、改良点についての  

意見を集約し、改善策を講じる。  

新型インフルエンザ流行終結宣言が出されるまで継続する。  

予防接種副反応迅速把握システム  

1．目的  

国民が接種を受けるべきかどうかを判断する際の参考とするために、リアルタイ   

ムにその副反応の状況を把握する。必要があれば、／くンデミック経過中においても   

予防接種を中止、対象者の限定、予防接種優先順位の変更を行う。   

2．概要   

全ての医療機関において、軽微なものも含めて予防接種の副反応によると疑わ   

れる症状を呈する患者の情報を入力、情報共有することによって、特定のメーカー、   

ロット番号、あるいは接種日・接種機関の集積が見られた場合には直ちに対応す   

る。また、年齢、基礎疾患等でのリスクも把握する。さらに本システムと同時に実施   

する予防接種率迅速把握システムで報告される接種人口、接種率の情報を統合し、   

副反応の発生頻度をリアルタイムに把握する。  

3．各機関の役割  

（1）医療機関（内朴小児科・救急外来を有する全医療機関）  

■ NESID症候群サーベイランスシステム予防接種副反応迅速把握システム  

報告責任者を登録する。  

t 新型インフルエンザウイルスワクチンの接種によると疑われる副反応症状を  

呈する患者を診察した場合には、24時間以内に年齢、性別、市区町村、受診日、  

メーカー・ロット番号、副反応症状、接種日■接種機関を入力する。   

・システムを使っての入力ができない場合には都道府県等にfax等にて届け  

る。   

・予防接種が開始されてから終了して相当期間経過するまで実施する。  

（2）保健所   

予防接種が開始されてから終了して相当期間経過するまで、管轄の医療機  

関での登録状況を毎日確認する。  

（3）都道府県等   

・予防接種が開始される前に管轄の対象医療機関をNESID症候群サーベイ  

ランスシステム予防接種副反応迅速把握システムに登録し、当該医療機関に  

登録するように連絡する。   

・予防接種が開始される前に保健所、協力医療機関等関係部局を集めて講  

習会を実施する。   

・システムを使っての入力ができない医療機関から連絡に基づいて代行入力  
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する。   

t 管轄での登録状況を把握し、接種状況を国へ報告する。また、羅患状況、副   

反応状況と合わせて、適切な情報提供を行う。   

予防接種が開始されてから終了して相当期間経過するまで実施する。  

（4）厚生労働省本省及び国立感染症研究所   

・予防接種が開始される前に予防接種副反応迅速把握システムの内容を通   

知によって定める。   

・全国での予防接種副反応迅速把握システムの実施状況を確認する。   

－ マニュアルの整備等技術的な支援を行う。   

・副反応が広範に認められた場合にはワクチン接種方法の見直し等、対策を   

講じる。   

・小康状態になった段階で、医療機関、保健所、都道府県等からヒアリングを   

行いシステムの問題点、改良点についての意見を集約し、改善策を講じる。   

・予防接種が開始されてから終了して相当期間経過するまで実施する。  

パンデミック時ウイルス学的サーベイランス  

1．目的  

市中に循環する新型インフルエンザウイルスの抗原性、遺伝子型、抗ウイルス薬へ  

の感受性を持続的に調べることにより、ワクチン効果や治療方法の評価、あるいはそ  

れらの変更の根拠とする。  

2．概要  

基本的に、通常のインフルエンザの際に行われているメカニズムにおいて施行する。  

以下に示す検体採取方針に従い、病原体定点（外来担当医療機関および入院担当  

機関）において、地域における従来の病原体サーベイランスの地域の手順に従って  

地方衛生研究所に提出する。地方衛生研究所では、季節性インフルエンザと同様の  

手順でウイルス分離、解析と報告を行う。  

3．各機関の役割  

（1）医療機朋（パンデミック時インフルエンザ様疾患サーベイランス協力医療機泊   

地域での流行開始後、毎週地方自治体によって指定される一定の曜日に牙  

た最初の通常のインフルエンザ様症状（あるいは迅速診断キット陽性例）を呈す  

青から、検体採取ガイドラインに従って検体（鼻咽頭拭い液）を採取し、管轄の地  

ル
ー
象
〓
 
 

生研究所に提出する。インフルエンザ入院患者を扱う医療機関では、肺炎あるいは  

脳症を呈した重症例、あるいは抗ウイルス薬に臨床的に耐性と考えられる例につい  

て、検体を採取して、管轄の地方衛生研究所に提出する。  

（2）地方自治体   

バンデミック時インフルエンザ様疾患サーベイランス協力医療機関のうち、約10％  

にあたる医療機関に病原休定点を依頼し、それぞれ担当曜日を振り分けるb  

（3）地方衛生研究所   

通常の季節性インフルエンザと同様に処理し、全検体数とともに陽性検体を  

NESIDの病原体サーベイランスシステムにて入力する。一定数の分離株は、さらなる  

解析のために、国立感染症研究所ウイルス第三部に送付するh  

イ4）国立感染症研究所ウイルス第3部   

全国の報告データから、抗原性の変化を評価し、あるいは抽出された分離株にキ  

リ更なるウイルス学的分析を行い、関係機関と情報を共有し、迅速な対応に結びつけ  

皇L  

－41－  －Aク＿   



臨床経過情報共有システム  

1．目的   

新型インフルエンザ患者の病態、臨床経過、治療成績については、その知見が   

乏しく、また経過とともにこれらは変化することが予想される。そ丑タミフルの有   

効性、耐性発生の有無、迅速診断キットの感度・特異度等の診療情報に関する情   

報をリアルタイムに把握する。また、死亡率や重症化率（入院率）を算出し、対策立   

案に役立てる。  

2．概要   

指定された医師を通じて系統的に、収集されたデータを新型インフルエンザ対策   

専門家会議で解析し、地方自治体及び診療に携わる医師のみならず、一般国民に   

インターネット等を通じて情報を提供する。  

3．各機関の役割  

（1）都道府県が指定する新型インフルエンザの入院又は外来を担当する医療機関  

■新型インフルエンザ患者が発生した二次医療圏の管轄内で発熱外来を行う  

医療機関と、入院を担当する医療機関が→つの単位を形成し、それぞれの  

医療磯瀾が国立感染症研究所感染症情報センターに連絡し、ID、′くスワー  

ドの発行を受ける。  

■ 新型インフルエンザ患者を診察した場合には、タミフルの有効性、耐性発生  

の有無、や迅速診断キットの有効性をはじめとする新型インフルエンザ患者  

の病態、臨床経過、治療成績⊥塵塵等を登録し、経過に伴い随時、内容を  

改訂する。   

・フェーズ4Bから国がシステムの終結宣言重出王まで実施する。  

（2）都道府県、保健所   

・医療機関で形成する調査単位の設立のための準備をする  

（3）国立感染症研究所感染症情報センター   

t 同システムを構築、運営する。   

・ マニュアルの整備等、必要な技術支援を行う。   

・ 医師からの求めに応じてID、パスワードを発行する。   

・ 医師会を通じて講習会を実施し、周知をはかる。本システムで得られた情  

報を、個人情報保護に留意しつつ、一般に 公開する。   

・フェーズ4Bから新型インフルエンザ終結宣言が出されるまで実施する。  
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